
令和４年１月 第２回本山町議会臨時会会議録 

 

１．招集年月日及び場所 

令和４年 １月２８日（金）       本山町議会議事室 

 

２．応招議員 

 １番 澤田 康雄   ２番 大石 教政   ３番 上地 信男 

 ４番 河邑 一雄   ５番 吉川 裕三   ６番 北村 太助 

 ７番 中山 百合   ８番 上田 亜矢子  ９番 永野 栄一 

１０番 岩本 誠生 

 

３．不応招議員 

 

４．出席議員 

応招議員と同じ 

 

５．欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

６．職務のため議場に出席した事務局員の職氏名 

議会事務局長 泉 祐司    副参事  松葉 早苗 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

町  長 澤田 和廣    副町長 高橋 清人   教育長 大西 千之   

総務課長 田岡 学  建設課長 前田 幸二  病院事務長 佐古田 敦子 

 

８．議事日程 

日程第１．会議録署名議員の指名 

日程第２．会期の決定 

日程第３．議案第２号及び議案第３号一括上程並びに提案理由の説明 

日程第４．議案第２号 工事請負契約について 

日程第５．議案第３号 工事請負契約の変更について 

 

午前９時 開会 

  

○議長（岩本誠生君）おはようございます。町長より令和４年第２回本山町議会臨時 



会を招集する旨、告示されました。皆様方にはご多忙のところ出席を頂きまして臨時会が 

開催できますことをまずもって御礼申し上げます。 

ただ今の出席議員は１０名で定足数に達しております。これより令和４年第２回本山 

町議会臨時会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付したプリントのとおりであります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（岩本誠生君）日程第１、今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、８番上田亜矢子さん ９番永野栄一君を指名いたしますので、ご両名はよろ

しくお願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（岩本誠生君）日程第２、会期の決定を議題とします。お諮りします。今期臨時会 

の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。 

したがって会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３．議案第２号及び議案第３号一括上程並びに提案理由の説明 

 

○議長（岩本誠生君）日程第３、議案第２号及び議案第３号までを一括上程します。事務 

局に議案名を朗読させます。 

事務局長 泉祐司君。 

○事務局長（泉祐司君）（別紙のとおり朗読） 

○議長（岩本誠生君）朗読を終わります。町長より提案理由の説明を求めます。 

町長 澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）おはようございます。本日令和４年第２回本山町議会臨時会を開催

させていただいたところ議員の皆様、ご多用のところお繰り合わせてご出席いただきまし

て開催できますことまず、厚く御礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症も年末まで

は落ち着いておりまたが、年を明けて急激に増加をしてきてまいっております。県の判断

指標ステージも特別警戒という事でひじぃおうに感染者が急増しておるという状況になっ



てまいりました。本町ではワクチンの３回目接種を今秋の月曜日から、１月２４日から６

５歳以上の高齢者や高齢者施設の入居者、入所者、従事者などのワクチン３回目接種を開

始しております。引続き観戦予防対策の徹底に努めていきたいと思います。よろしくお願

いをしたいと思います。 

 （提案理由の説明） 

○議長（岩本誠生君）以上で提案理由の説明を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４．議案第２号 工事請負契約について 

 

〇議長（岩本誠生君）日程第４、議案第２号 工事請負契約についてを議題といたします。 

補足説明を許します。建設課長、前田幸二君。 

（「資料配布を…」の声あり） 

○議長（岩本誠生君）資料配布のため、暫時休憩いたします。 

 

 休  5：20 

 再  6：37 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き、会議を開きます。補足説明を求めます。 

建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田 幸二君） （別紙のとおり説明） 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。これより質疑を許します。総括質疑はあり

ませんか。２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）橋の修繕という事で全部完了するのは、大体来年の何月くらいを予

定しておるんか。また、通行止めとか運行制限をかけないと出来なくなると思われますが

事前に周知徹底とか、迂回路とかないところもあるかとも思われますんで、住民の人の利

便性も考えながらやってもらいたいと思いますがお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）工事の完了につきましては工期としましては３月末です。ただ

場合によっては繰越しも考えております。工事に関する通行止め、通行制限等ですが当然

出てくる場所もありますので住民の方、通行される方には事前にチラシや放送等で周知を

していきたいと考えております。以上です。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。他に質疑はありませんか。質疑は無いようですの

で、これをもって、質疑を終結します。 

これから討論を行います。討論なしと認めます。 

議案第２号 工事請負契約についての採決を行います。 



この表決は、起立によって行います。 

議案第２号 工事請負契約についてに原案のとおり賛成する諸君の起立を求めます。 

全員起立。全会一致であります。 

したがって、議案第２号 工事請負契約については、原案のとおり可決することに決定を

いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５．議案第３号 工事請負契約の変更について 

 

○議長（岩本誠生君）日程第５議案第３号 工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。補足説明を許します。建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）  （演題にて補足説明） 

○議 長 補足説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。４番、河邑一雄君。 

○４番（河邑一雄君）お伺いします。旧橋の撤去、取壊しにつきましては前々回ですか、

４年で大型事業費総額２億５千万だったという事だったかと思います。前回１０月に変更

したときに２２００万円余りの減額という事で２億５千万円にはだんだん減額になってく

るが大丈夫かというようなこと思っていましたが、このクレーンを圧着機に替え事によっ

て騒音から振動が少なくなるという事お伺いしましたが、残る３か年についての施工方法

と言いますかクレーンを使うのかそれとも圧着機でやっていくのかという事と現在、今後

の事業費の見通しについてもし判っておればお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）執行部答弁。建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）お答えをいたします。工法につきましてはクレーンの方に戻し

ます。圧着機につきましてはですねえ、あまり高い位置にできないとれないという事で河

川内、河川床が、だんだん高くなってですねえ、土を盛る量がもし、圧着機にするためで

したら非常に高い位置まで土を盛らなければならないと、当初予定をしていましたクレー

ンの施工でなるべく土量を動かさないという事でいくという方針にしております。予算の

総額につきましては今のところあまり変更はないというところです。単価の改正とか、工

事中に思わぬものが発生したりして増減はあると思いますが予算的にはあまり変更は見込

んでおりません。以上です。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。（「はい」の声あり） 

他に質疑はありませんか。２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）これ、残りのＰ３，Ｐ４，Ｐ５のやはり橋梁の下部のコンクリが行

き渡り、いま言うたら１千万ずつ増額、掘ってみないとわからないとは思うけれど、そう

いう事も想定はしておるんかお伺いします。 



（「あまり聞こえんかったんですけど…」の声あり） 

○議長（岩本誠生君）あの、今後の問題。はい、建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）今回の橋脚の掘り出しにつきましては地上部分を掘って出てき

た場合は撤去する必要があるんですけど河川につきましては河川課と河川協議をしてまし

て河床までで構わないと、そこまで切り取って除けたら構わないという了承をとっていま

すんで、川の底以上に掘るという事は、ありませんのでそこらあたりは、あまり狂わない

と思います。以上です。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。はい。他に質疑はありませんか。 

質疑、」無いようですので質疑を終結します。 

これから討論を行います。討論なしと認めます。 

議案第３号 工事請負契約の変更についての採決を行います。 

この表決は、起立によって行います。 

議案第３号 工事請負契約の変更についてを原案のとおり賛成する諸君の起立を求めます。 

全員起立。全会一致であります。 

したがって、議案第３号 工事請負契約の変更については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（岩本誠生君））以上をもちまして、本会に付された案件は終了いたしました。 

お諮りします。これをもちまして閉会することに、ご異議ありませんか。 

｢異議なし｣の声あり。異議なしと、認めます。 

よって、本臨時会は以上をもって閉会とすることにします。 

特に、町長からありますか。町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）議員の皆様には二つの議案につきましてご論議頂きまして、適切な

議決を頂きましてありがとうございました。これから役場の方も３月議会に向けて当初予

算の編成になり作業を進めております。まだまだ寒い気候が続きますし、コロナも中々終

息をしてまいりませんが、議員の皆様におかれましては御自愛をして頂きましてご活躍を

されますこと御祈念たしまして閉会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（岩本誠生君） 

これをもって令和４年第２回本山町議会臨時会を閉会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

            午前 ９時３１分 閉会 

 

令和４年１月２８日 


